
伊奈町下水道事業の運営状況について  資料２ 

 
１ 下水道事業の整備状況と今後の予定 

 下水道は、公衆衛生の向上、生活環境の改善、公共用水域の水質保

全など、私たちの快適な日常生活や社会経済活動を支える、欠かすこ

とのできない都市基盤設備です。 

 伊奈町の下水道事業は、県が昭和４８年より着手した中川流域下

水道事業として、昭和５８年９月から事業に着手し、平成３年４月に

栄地区の一部から供用開始がなされました。その後、事業の推進、整

備区域の拡大に努め、令和６年度末には下水道管渠の総延長は約１

７５ｋｍ、下水道普及率は７７．９％となりました。 

 現在、令和１１年度末までに、下水道事業認可区域の整備完了に向

け事業を推進しています。また、今後増加が見込まれる老朽化の進ん

だ管渠やポンプ場施設の長寿命化を推進するとともに、令和７年１

月２８日に発生した八潮市内での道路陥没事故を受けて、未然に感

知できるよう調査点検をすることにより、安心安全を確保すること

が求められています。 

 
２ 下水道事業の経営状況 

 公共下水道事業は、地方財政法上で公営企業に位置づけられてお

り、経費負担の原則（雨水公費・汚水私費）により、汚水処理に係る



費用は、下水道の使用者が負担することが原則です。雨水に係る経費

は、社会全体が便益を受けるため公費（税金）負担とし、汚水に係る

経費は、特定の使用者が便益を受けるため、私費（使用料）負担にす

べきという考え方です。 

 また、雨水に係る経費以外のもので、使用料をもって賄うことが適

当でない経費として、水質規制費、水洗便所普及費などがあります。

これらの経費の負担については、総務省通知「地方公営企業繰出金に

ついて」においてその負担基準が示されており、本町においても当該

経費を公費（一般会計）負担として繰入れ措置を行っています。 

 本町では、下水道使用料収入単価は汚水処理費より低い水準で設

定されているため、一般会計からの多額の繰入れによる補てんによ

り収支の均衡を図っております。 

 一般会計からの多額の繰入れは、一般会計を圧迫している状況に

あるため、町財政の弾力性に影響を与えるとともに、下水道未整備地

域に居住されている町民からいただいた税金の一部を汚水処理費に

使っていることになります。これは、下水道を使用できる町民とそう

でない町民との間の税負担に不公平を生じさせることになるため、

できる限り解消に努める必要があります。 

 
  



３ 下水道使用料を改定する必要性 

 現行の下水道使用料は、平成３０年４月に改定を行っております。 

令和７年４月から中川流域下水道維持管理負担金が４０円/㎥から

４３円/㎥に値上がりしたため、令和６年負担金１億４３９７万３千

円から令和７年負担金１億５４６７万６千円となり約１０００万円

の負担増予定となっております。 

さらに、中川流域下水道建設負担金が令和６年１６３６万４千円

から令和７年３６５４万６千円となり約２０００万円の負担増予定

となっております。 

また、昨今の人件費、材料費、燃料費、維持管理費等の値上がり、

人口減少により減少傾向にある収益的収入に対して、収益的支出、資

本的支出が増えることとなり、独立採算の原則をうたう公営企業と

しては下水道使用料の値上げを検討せざるおえない状況となってい

るものです。 

 下水道使用料の値上げにより、さらには、令和７年度予算基準外繰

入金の８４４１万円も減らせるものと考えております。  

・下水道使用料１０％値上げした場合 

  本年度下水道使用料 4 億 4367 万円×10%＝4436 万円増 

 ・下水道使用料１５％値上げした場合 

  本年度下水道使用料 4 億 4367 万円×15%＝6655 万円増 



・下水道使用料２０％値上げした場合 

  本年度下水道使用料 4 億 4367 万円×20%＝8873 万円増 

 下水道事業の歳出につきましては、昭和５８年に事業着手し、平成

３年の供用開始から３５年が経過し、今後は下水道管やポンプ場の

各種設備等の老朽化が進み、施設更新にかかる必要経費が年々増加

することが見込まれます。また、物価上昇に伴う維持管理費の増加や

下水道普及率向上のための地方債借入が増加することによる元利償

還金の増加などから、支出額は年々増加傾向にあります。 

 一方、下水道使用料収入の基準となる汚水排除量につきましては、

家族形態の細分化や節水機器の普及、人口減少などにより、減少傾向

で推移すると見込まれます。 

 このような状況のなか、伊奈町では、これまでに地方債利息の軽減

や、組織の見直しによる経費節減に努めてまいりましたが、経費削減

だけでは下水道事業財政の厳しい経営状況に対処することが困難と

なっています。また、町の財政状況も大変厳しいなか、下水道未整備

地区の方々の税金も含まれる一般会計からの多額の補てんは困難な

状況です。 

 したがいまして、下水道事業を健全化し、事業を安定的に継続する

ため、下水道使用料の改定が必要となります。 

なお、令和５年度に国土交通省から導入提案された公共下水道事



業の維持管理や施設更新、公共施設等運営事業を官民連携して運営

していくウォーターPPP につきましては、近隣の状況を踏まえなが

ら検討しているところでございます。そのため、今回の使用料改定の

算出根拠としておりません。 

 
 



伊奈町下水道施設等の概要





埼玉県の流域下水道（ ８ 流域）



下水道供用区域
（ 公共下水が使えるエリ ア）



伊奈町第一中継ポンプ場





管路施設耐震対策工事



八潮市交差点道路陥没事故



ご清聴あり がと う ございまし た。


